
１　意見募集の期間　　令和４年７月２２日（金）～令和４年８月８日（月）

２　意見の件数　　　　８件

３　意見の種類　　　　・提案（取組みの提案など）０件
　　　　　　　　　　　・要望（地域要望など）　　７件
      　　　　　　　　・その他　　　　　　　　　１件

４　意見の取扱い　　　・反映（意見を踏まえ内容の修正等を行ったもの）　０件
　　　　　　　　　　　・参考（今後の業務の参考とさせていただくもの）　７件
　　　　　　　　　　　・補足（寄せられた意見に対して市の考え方を補足説明するもの）　１件
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1 - -

・各項目の【現況と問題点】【その対策】は、おおむね良く出来ている
　ように思われる。しかしながら、【計画】の事業内容の個別の箇所付
　けについては、「どのような基準で優先順位をつけられたのか」分か
　らないところである。

　【計画】中に記載している事業は、事業の必要性等について、関係機
関等との協議が整い、本計画の計画期間である令和７年度までに実施を
予定している事業となります。今後の協議・検討の結果、取り組むこと
となった事業については柔軟に計画に盛り込んでまいります。

その他 補足

2 21
産業の振興
（２）漁港施設

・大鞘港及び航路浚渫
　大鞘港には、大規模な大鞘樋門がある。
　そのため、潮の渦巻き等により、港内には土砂等が堆積し、干潮時には
　出港ができず、また入港することもできず、さらに航路にも土砂が堆積
　し沖で潮待ちしている状況である。したがって、港内及び航路の浚渫を
　する必要がある。

　当該港については、ご意見のとおり浚渫が必要であると考えておりま
す。大鞘樋門及び港の管理者である熊本県との連携・調整を図りながら
引き続き適切な維持管理に努めてまいります。

要望 参考

3 21
産業の振興
（２）漁港施設

・荷揚げ場及び作業場の整備
　大鞘港には、漁具の荷揚げや作業する場所がない。
　カキ筏を造るにも場所がなく非常に困っている状況である。
　このため、大鞘港に荷揚げ場及び作業場の設置が必要である。

　水産業振興を図るためには、ご意見のとおり荷揚げ場や作業場の整備
等は必要であると認識しておりますが、いただいたご意見を参考とし、
関係機関の皆様とも引き続き協議を進めてまいります。

要望 参考

4 21
産業の振興
（２）漁港施設

・鏡港及び航路浚渫
　鏡港には、樋門が3門、灌水防除施設が2施設ある。
 そのため、港内及び航路に土砂等が堆積し、干潮時には出港ができず、
 また入港することもできず沖で潮待ちしている状況である。
 したがって、港内及び航路の浚渫をする必要がある。

　当該港の浚渫については、平成２８年度から取り組んでいるところで
す。いただいたご意見を踏まえ、関係機関の皆様との協議を行いながら
引き続き取り組んでまいります。

要望 参考

5 21
産業の振興
（２）漁港施設

・浚渫土砂の捨て場所の確保
　港内浚渫、航路浚渫に伴い、浚渫土砂の捨て場に大変苦慮している。
  したがって、野崎海岸堤防付近や北新地海岸堤防付近に捨て場の確保を
  願うもの。

　浚渫残土の捨て場の確保については、漁場の環境面も考慮しながら考
えていくことが必要と考えておりますので、引き続き関係機関の皆様と
協議を進めてまいります。

要望 参考

6 28
交通施設の整備、交
通手段の確保
（１）市町村道

・港区集落の北側に道路の新設
　港区地区は、堤防地に定着する家屋が密集した典型的な漁業集落であ
　る。このため道路は堤防道路ーつであり、火災等災害が発生すれば全世
  帯被災することが予想される。
　したがって、災害時の住民の生命・財産を守るため、集落北側に道路の
　新設をする必要がある。

　いただいたご意見については、今後の鏡町の地域振興を図っていくに
当たっての参考とさせていただき、県管理の海岸保全区域内又は、家屋
等もあることから、関係機関及び地域の方々との協議を行っていきま
す。

要望 参考

「八代市過疎地域持続的発展計画の変更（案）」に対する意見募集結果
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7 47
教育の振興
（３）［集会施設、
　　　体育施設等］

・八代市北新地グラウンドに水洗トイレの整備
　現在、二人分の簡易トイレは設置してあるが、高校の野球部をはじめ
　多くのスポーツ愛好者が利用している。
　利用者からは、使用できるトイレ数も少なく簡易トイレのため、水洗
　トイレの設置要望が多数ある。
　したがって、恒久的な水洗トイレを設置し、スポーツ施設の活用を図
　る必要がある。

　いただいたご意見を参考に、より利用しやすい施設となるよう、早急
に改善を行ってまいります。

要望 参考

8 54

その他地域の持続的
発展に関し必要な事
項
（１）公用・公共施
　　　設の整備

・鏡コミュニティセンター施設整備
　鏡まちづくり協議会は、鏡コミュニテイセンター内で執務を行ってい
　る。しかしながら事務所が狭く、住民の応対に苦慮している。
　したがって、農事研修センターを鏡支所に移し、そこの空きスペースで
　執務することができないか願うものである。

　公共施設の有効活用については、八代市公共施設等総合管理計画の基
本方針に基づき、複合化や機能移転等の検討を行うこととしています。
　いただいたご意見を参考に、より利用しやすい施設となるよう改善を
進めてまいります。

要望 参考
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